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１ 一般会計について 

（１）歳 入

  ① 歳入決算額は、前年度と比較して１６４億８,４９６万５,１８０円（３.３％）の減となって

いる。                                    （第１表参照）

   これは主に、自主財源である県税が２８億６,２５５万７,５９４円の増、地方消費税清算金が

３５億５,６７２万３,８９９円の増や繰越金、諸収入などが増加したものの、依存財源である国

庫支出金が地域の元気臨時交付金の減少など１８５億２,７０９万８２６円減少したことによる

ものである。

また、歳入状況を自主財源と依存財源でみると、歳入総額に占める割合は、自主財源が

４１.２％、依存財源が５８.８％となっており、自主財源比率は前年度と比較して３.１ポイン

ト上昇している。                           （第２表参照）

  我が国の経済状況は、平成２７年８月に内閣府が公表した月例経済報告によると、「景気は、

このところ改善テンポにばらつきもみられるが、緩やかな回復基調が続いている。」とされてい

る。

同様に本県経済状況についても、輸出関連企業等を中心に引き続き企業収益が改善し景気の持

ち直しが期待されるが、中国経済など海外景気の下ぶれ懸念に引き続き留意する必要がある。

   こうした経済動向の中で、県の財政基盤の安定を図るため、企業誘致など県内経済の活性化を

図る施策を積極的に推進し、県税をはじめとした自主財源の充実、確保に努められたい。 

   同時に、地方税財源の充実強化と地方交付税の必要額の確保を引き続き国に要望されたい。 

自主財源と依存財源の比率
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② 県債発行額は、前年度と比較して１１７億４,６００万円減少したこと等により、年度末残高

は、前年度末の１兆６６億４,２１９万７,１７８円から６０億９,５１７万９７６円減少し１兆

５億４,７０２万６,２０２円となった。

これは、平成２５年度に発行されていた退職手当債の発行の必要がなかったこと及び単独事業

債等が減少したことや臨時財政対策債の発行可能額が減少したことによるものである。

臨時財政対策債を除く県債残高は、平成１８年度以降、減少しているが、多額の県債残高は、

後年度の財政負担となり、財政の硬直化を招く要因ともなることから、引き続き県債残高の着実

な削減を図られたい。また、臨時財政対策債についても交付税措置されることとなるものの、県

の債務となることから、その発行によらない交付税総額の措置と償還財源の確保を国に要望され

たい。

【自主財源】

・県税 854億円余

・地方消費税清算金 

203億円余

【依存財源】

・国庫支出金 650億円余

・県債    675億円余
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県債残高の推移
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903

内は県債発行額

783 651 695 972 950 675792751 770

・「臨時財政対策債等」の平成２４年度分残高は、臨時財政対策債３,０２４億円余、平成２２年４月１日よ

り病院事業会計から一般会計に移管された病院事業債３３５億円余である。

③ 不納欠損額は、２億８,９１４万１,６７５円で、前年度と比較して１億３,０８４万

９,９４３円（３１.２％）減少している。                   （第１表・第６表参照）

   不納欠損処分は、債権管理の効率性や決算における債権の適正な表示を行う意味から、時効の

成立等により徴収ができないと認定されたものなど、やむを得ないものではあるが、財源確保や

公平性の観点から常に債権の実態把握に努め、時効期限が到来した債権などについては、速やか

に手続きを行うなど、適切に対応されたい。 

不納欠損額の推移
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○不納欠損額が 1億 3,084万円余減少 

（H25：4 億 1,999 万円余→H26：2 億

8,914万円余）した要因の主なもの 

・個人県民税   9,055万円余、35.1％減

・雑入   5,568万円余、80.0％減

○県税が2億 6,217万円余となっており、

不納欠損額のうち 90.7％を占めてい

る。 

○依存財源である県債発行額は 675 億

円余 

・対前年比では 117億円余(14.8%)減少

○県債発行額の主なもの 

・臨時財政対策債  302億円余 ※１

・一般補助事業債  317億円余 ※２

・単独事業債   52億円余

（参考） 

○県全体の県債残高は1兆  358億円余

・一般会計 1兆   5億円余

・特別会計   340億円余

・企業会計    12億円余

※１ 臨時財政対策債は、国の地方交付税特別会計の財源が不足し地方交付税として交付するべき財源が不足した場

合に地方交付税の交付額を減らして地方公共団体に地方債を発行させるものである。臨時財政対策債の元利償還

金相当額は、全額が後年度地方交付税の基準財政需要額に算入される。 

※２ 一般補助事業債は、国の補助事業や国直轄事業に係る県債。
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④ 収入未済額は、３０億７，７１０万５６５円で、前年度と比較して４億４，０４２万２，７４２円

（１２.５％）減少している。                      （第１表・第８表参照） 

このうち、県税の収入未済額は、前年度と比較して４億２,１６５万５,１６７円減少し１９億

６,０３６万５,４９０円である。その主なものは、個人県民税１５億５,７８２万６,９１１円、

自動車税２億３８５万５,６７９円及び不動産取得税９,２０９万８,６０６円である。特に、個

人県民税については、市町村との連携の効果などにより、滞納繰越額が３億９０８万３２５円減

少した。                             （第４表参照）

県税以外の収入未済額は、前年度と比較して１,８７６万７,５７５円減少し１１億

１,６７３万５,０７５円である。その主なものは県営住宅使用料３億７,９５０万７,３５８円、

行政代執行に係る費用１億９,２８２万３,４５８円及び不当利得返還請求１億５,５９１万

７,０３５円である。                        （第７表参照）

   調定額に対する収入率は９９.３％と前年度と比較して０.１ポイント上昇（改善）しているが、

収入未済額は、引き続き多額である。債権の回収は、厳しい財政状況の中、財源確保や公平性の

観点から重要な課題である。今後とも、新たな未収金の発生を防止するとともに、滞納初期にお

けるきめ細かな状況把握や交渉等により、債権の早期回収に向けた取組を進められたい。また、

法令や山梨県滞納債権処理方針等に基づく厳正な債権管理を行い、収入未済額の解消になお一層

努められたい。

収入未済額の推移
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（２）歳 出

① 歳出決算額は、前年度と比較して１３０億８,５８６万５,５８９円(２.７％)の減となってい

る。                                 （第９表参照）

これは主に、教育費が４７億４,３７３万８,１９６円、土木費が３９億３,５０４万

６,５８２円増加したものの、衛生費が３２億２,６０４万５,８７５円、商工費が２５億

４,８４９万４,８３３円減少したことに加え、地域の元気臨時交付金を財源とした基金積立金の

減などにより諸支出金が１５７億７,７３２万２,６３９円減少したことなどによるものである。

性質別決算状況をみると、行政経費は２,２７８億９,０３７万２,０００円で、前年度と比較

して４５億５,９２３万９,０００円(２.０％)増加した。         (第１０表参照)

これは、人件費や補助費等の増加などによるものである。また、構成比は４８.０％と前年度

より２.３ポイント増加している。                    

投資的経費は１,１１８億５,９５５万８,０００円で、前年度と比較して１８億４,４１１万

３,０００円(１.７％)増加した。

これは、単独事業費や国直轄事業等負担金の増加などによるものである。また、構成比は

２３.５％と前年度より１.０ポイント増加している。

公債費は８５３億８,２６５万３,０００円で、前年度と比較して１２億４,６９４万

７,０００円(１.５％)増加し、構成比は１８.０％と前年度より０.８ポイント増加している。 

これは、臨時財政対策債の償還が増加したことなどによるものである。

今後とも、公債費や人件費などの義務的経費の適切な管理に努め、財政の硬直化の抑制を図ら

れたい。

性質別決算の推移
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② 翌年度繰越額は１５６事業、３３０億６,９９２万９,５１３円で、前年度と比較して１１事業、

１８２億６,８８７万２,０３９円(３５.６％)減少している。

これは、平成２４年度の緊急経済対策公共事業の明許繰越が多額だったことと、平成２６年

２月の豪雪による工事遅延とが相まって、平成２５年度からの繰越が、件数・繰越額ともに大幅

に増加したが、平成２６年度中に概ね順調に執行されたことによるものである。

内訳は、継続費逓次繰越６事業、７億８,８４１万５９６円、繰越明許費１１９事業、３０９億

５,６９４万９,４７７円、事故繰越３１事業、１３億２,４５６万９,４４０円である。

今後とも計画的な事業執行に努めるとともに、繰越に係る事業については、迅速かつ効率的に

実施されたい。

③ 不用額は１５３億５,８０２万５,３９１円で、その主なものは、商工費が５１億９,６６０万

５,１５２円、農林水産業費が２６億４,４３２万７,４９４円であり、前年度と比較して９億

２,５２８万３,８１７円(６.４％)増加している。

今後とも適切に予算計上するとともに、引き続き経費の節減に努める中で、事業の目的に沿っ

た計画的な事業執行に努められたい。

繰越額と不用額の推移 
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収入未済額の推移
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(百万円)

⑥ 各会計の実質収支額推移状況は次のとおりであり、平成２６年度の総額は、１１３億

９,２０５万３,０６９円と前年度と比較して減少している。これは、中小企業近代化資金特別会計
において２０億円を、市町村振興資金特別会計において７億円を一般会計へ繰り出したことなどに

よるものである。今後も、特別会計内に留保している資金については、財源の有効活用の観点から

必要に応じ一般会計に繰り出すなど、予算管理と執行に留意されたい。

実質収支額の推移
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（ 百万円 ）

恩賜県有財産特別会計 災害救助基金特別会計 母子父子寡婦福祉資金特別会計

中小企業近代化資金特別会計 農業改良資金特別会計 市町村振興資金特別会計

県税証紙特別会計 集中管理特別会計 商工業振興資金特別会計

林業・木材産業改善資金特別会計 流域下水道事業特別会計 公債管理特別会計

←流域下水道事業

←恩賜県有財産

←中小企業近代化

資金

←市町村振興資金

←商工業振興資金
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３ 財産について                         

  

① 普通財産に係る未利用地については､平成２６年度は第二期チャレンジ山梨行動計画に沿って

２件、１,７６８.８３㎡を売却するなど取り組みを進めるとともに、２件、１万２,９８１.１４㎡

について防災備蓄倉庫用地として行政財産へ分類替えを行った。平成２６年度中に新たに未利用

地となったものはないため、２６件、９万５,３１８.０９㎡が残されている。未利用地の売却等

処分及び有効利用の推進は､県歳入を確保する上で重要であることから、引き続き努力されたい｡

  

② 公共事業に伴う取得用地の当年度分未登記筆数は２０８筆であり、前年度の３５６筆に比べて

１４８筆減少している。また、過年度分未登記筆数については、平成２６年度末累計で

２,８３５筆と前年度より１３７筆減少している。

取得用地の登記については､「過年度未登記処理方針」を策定し､未登記の解消に努めており、

ここ数年で着実に減少しているところであるが、依然として多くの未登記筆が残されている。県

有財産の適正管理の観点から､未登記の解消に向け､なお一層努力されたい｡

未登記筆数の推移

4,164

3,506 3,429 3,181 3,185
3,328

3,043

559

175 284
130 200

356

208

3,605

3,331 3,145 3,051 2,985 2,972 2,835

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

平成２０年度末 平成２１年度末 平成２２年度末 平成２３年度末 平成２4年度末 平成２５年度末 平成２６年度末

筆数

未登記累計数

当該年度未登記数

過年度未登記数

  

③ 平成２６年度の財産に関する調書において、土地や面積の増減高について、実測による訂正が

いくつか含まれていた。

また、公有財産事務取扱規則の規定により、購入（取得）、処分、貸付、行政財産の使用許可

及び財産の借受にあたっては、直ちに移動報告書を提出することになっているが、昨年度に実施

した定例監査においては、提出されていない事例が９件あった。

財産の的確な把握は、財産管理の基本であり、有効活用にも資することから、今後も適切な事

務の執行に努められたい。
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実質公債費比率・地方債の元利償還金 等の推移 

75,818

79,637
82,126

82,025 82,368
83,988 84,790

47,231

44,653
45,207

45,919
46,877

49,241

51,225

13.6

16.8 16.8

16.4 16.4
16.1

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

（％）（百万円）

地方債の元利償還金及び準元利償還金 元利償還金等に係る基準財政需要額算入額

単年度実質公債費比率 実質公債費比率（３年平均）

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
① 72,402 75,374 79,173 78,536 78,266 78,650 79,215

準元利償還金 ② 3,416 4,263 2,953 3,489 4,102 5,338 5,575
③＝①+② 75,818 79,637 82,126 82,025 82,368 83,988 84,790

元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 ④ 47,231 44,653 45,207 45,919 46,877 49,241 51,225
単年度実質公債費比率 ⑤ 13.6 16.8 16.9 16.8 16.4 16.4 16.1
実質公債費比率（３年平均） ⑥ 12.9 14.2 15.7 16.8 16.6 16.5 16.2
標準財政規模 ⑦ 257,226 253,510 263,298 261,026 263,473 260,864 260,067

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分
地方債の元利償還金（繰上償還額、特定財源を除く）

地方債の元利償還金及び準元利償還金（元利償還金等）

（単位：百万円、％）

 

実質公債費比率⑤ ＝
地方債の元利償還金(特定財源等を除く)①＋準元利償還金②－基準財政需要額算入額④

標準財政規模⑦－基準財政需要額算入額④

将来負担比率の推移 

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

① 1,126,502 1,155,043 1,187,798 1,194,260 1,191,375 1,193,518 1,181,261

うち、設立法人の負債額等負担見込額 29,510 28,458 28,530 26,763 26,444 25,586 23,616

② 607,517 639,620 691,261 713,249 721,882 736,797 735,997

③ 257,226 253,510 263,298 261,026 263,473 260,864 260,067

④ 47,231 44,653 45,207 45,919 46,877 49,241 51,225

⑤ 247.1 246.7 227.6 223.6 216.7 215.8 213.2

元利償還金等に係る基準財政需要額算入額

将来負担比率

将来負担額

充当可能財源等

標準財政規模

区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

（単位：百万円、％）

将来負担比率⑤ ＝
将来負担額①－(充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）②

標準財政規模③－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）④

 

○ ①の地方債の元利償還金とは、地方債の元利償還額から特定財源等を控除したもの。 

○ ②の準元利償還金とは、満期一括償還地方債の元金償還金相当額、公営企業債の償還に充てたと認められる繰出金及

び債務負担行為に基づく支出等。 

○ ④の元利償還金等に係る基準財政需要額算入額は、地方交付税の算定上、基準財政需要額に算入される元利償還金及

び準元利償還金の合計。 

16.9

15.7

12.9

14.2

16.8

16.6 16.5 16.2



― �� ―



― �� ―



― �� ―



― �� ―



― �� ―



― �� ―



― �0 ―

（
第
７
表
）

数
　
　
件

訳
　
　
　
内

）
節
（
　
目
　
　
　
　
　
科

平
成
2
6
年
度

収
入
未
済
額

平
成
2
5
年
度

収
入
未
済
額

対
前
年
度

増
減
額

児
童

福
祉

費
負

担
金
児

童
福

祉
総

務
費

負
担

金
3
1
2

1
,8
1
1
,5
7
6

1
,5
4
7
,5
7
6

2
6
4
,0
0
0

児
童

措
置

費
負

担
金

2
,7
7
1

2
1
,6
1
9
,8
9
8

1
7
,2
9
8
,2
0
8

4
,3
2
1
,6
9
0

児
童

福
祉

施
設

費
負

担
金

4
3
8

3
,7
8
8
,9
7
4

6
,3
0
3
,3
7
7

△
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第 ６  決 算 の 概 要 

１ 歳入歳出決算について

（単位：円）

Ａ Ｂ Ｃ＝Ａ-Ｂ Ｄ Ｅ＝Ｃ－Ｄ

一般 485,272,619,029 475,104,072,648 10,168,546,381 7,177,970,845 2,990,575,536

特別 307,183,851,883 295,588,066,339 11,595,785,544 203,732,475 11,392,053,069

計 792,456,470,912 770,692,138,987 21,764,331,925 7,381,703,320 14,382,628,605

一般 501,757,584,209 488,189,938,237 13,567,645,972 11,127,254,050 2,440,391,922

特別 290,551,196,767 276,894,051,377 13,657,145,390 409,169,227 13,247,976,163

計 792,308,780,976 765,083,989,614 27,224,791,362 11,536,423,277 15,688,368,085

一般 △ 16,484,965,180 △ 13,085,865,589 △ 3,399,099,591 △ 3,949,283,205 550,183,614

特別 16,632,655,116 18,694,014,962 △ 2,061,359,846 △ 205,436,752 △ 1,855,923,094

計 147,689,936 5,608,149,373 △ 5,460,459,437 △ 4,154,719,957 △ 1,305,739,480

実質収支額

26

25

歳入歳出差引額
翌年度へ繰り
越すべき財源

対
前
年

度
増
減

歳出決算額年
度

会
計
別

歳入決算額

  歳入歳出差引額は、一般会計が１０１億６,８５４万６,３８１円、特別会計が１１５億

９,５７８万５,５４４円、合計２１７億６,４３３万１,９２５円で、前年度の合計額と比較して

５４億６,０４５万９,４３７円（２０.１％）減少した。

  歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は、一般会計が２９億

９,０５７万５,５３６円、特別会計が１１３億９,２０５万３,０６９円、合計１４３億

８,２６２万８,６０５円で、前年度の合計額と比較して１３億５７３万９,４８０円

（８.３％）減少した。 
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円
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円

現
金
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,
6
1
1
,
9
3
4
,
6
6
1

3
,
5
1
4
,
9
7
4
,
7
2
7

2
6
,
1
2
6
,
9
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9
,
3
8
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0
0

券
証
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有 小

計
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9
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0
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現
金

1
7
,
4
1
5
,
6
9
6
,
0
5
2

△
 
9
7
9
,
2
0
7
,
3
7
1

1
6
,
4
3
6
,
4
8
8
,
6
8
1

1
,
3
0
0
,
0
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0
0
0

有
価
証
券

1
0
,
2
8
0
,
8
0
9
,
2
9
0

3
,
7
3
9
,
0
9
0
,
7
9
8

1
4
,
0
1
9
,
9
0
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現
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有
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券

6
3
,
2
1
4
,
2
0
0

△
 
2
5
,
2
0
0

6
3
,
1
8
9
,
0
0
0 0
0
0
,
0
7
3

,
3
6

0
0
0
0

,
0
7
3

,
3

6
計

小 現
金

7
1
0
,
1
5
8
,
6
4
9

△
 
4
2
3
,
2
8
7
,
0
1
8

2
8
6
,
8
7
1
,
6
3
1

有
価
証
券

1
,
0
3
7
,
2
6
3
,
2
0
8

2
8
4
,
1
3
2
,
2
6
6

1
,
3
2
1
,
3
9
5
,
4
7
4

小
計

1
,
7
4
7
,
4
2
1
,
8
5
7

△
 
1
3
9
,
1
5
4
,
7
5
2

1
,
6
0
8
,
2
6
7
,
1
0
5

（
４
）

基
　
　
金

区
　
　
　
　
　
　
　
 
 
分

種
別

平
成
２
６
年
度
出
納
整

理
期
間
中
の
増
減
　
円

山
梨
県
財
政
調
整
基
金

S
3
9
～
、
災
害
の
復
旧
、
緊
急
に
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
大
規
模
な
建
設
事
業

等
の
経
費
に
要
す
る
財
源
を
確
保
し
、
長
期
に
わ
た
る
財
源
の
調
整
を
図
り
、
財
政
の
健

全
な
運
営
に
資
す
る
た
め

山
梨
県
県
債
管
理
基
金

S
5
7
～
、
県
債
の
償
還
及
び
県
債
の
適
正
な
管
理
に
必
要
な
資
金
を
積
み
立
て
る
た
め

山
梨
県
災
害
救
助
基
金

S
2
4
～
、
災
害
に
際
し
て
、
災
害
救
助
法
第

2
3
条
の
規
定
に
よ
る
救
助
に
要
す
る
資
金
を

整
備
す
る
た
め

山
梨
県
土
地
開
発
基
金

S
4
4
～
、
公
用
若
し
く
は
公
共
用
に
供
す
る
土
地
又
は
公
共
の
利
益
の
た
め
に
取
得
す
る

必
要
の
あ
る
土
地
を
あ
ら
か
じ
め
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
の
円
滑
な
執
行
を
図
る

た
め

0
地

土

0
物

建

山
梨
県
自
然
保
護
基
金

S
4
8
～
、
優
れ
た
自
然
環
境
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
土
地
を
取
得
す
る
た
め

0
地

土

山
梨
県
美
術
資
料
取
得
基
金

S
5
1
～
、
美
術
作
品
及
び
美
術
に
関
す
る
資
料
の
取
得
を
円
滑
か
つ
効
率
的
に
行
う
た
め

山
梨
県
宝
石
美
術
専
門
学
校
教

育
振
興
基
金

S
5
6
～
、
宝
石
美
術
専
門
学
校
の
教
育
活
動
を
助
長
す
る
た
め

山
梨
県
県
有
林
基
金

S
5
9
～
、
県
有
林
の
適
正
な
管
理
に
資
す
る
た
め
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2
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2
,
2
3
1
,
4
4
6
,
1
3
5

2
4
2
,
6
0
5
,
6
2
5

2
,
4
7
4
,
0
5
1
,
7
6
0

山
梨
県
文
学
資
料
取
得
基
金

S
6
0
～
、
文
学
作
品
及
び
文
学
に
関
す
る
資
料
の
取
得
を
円
滑
か
つ
効
率
的
に
行
う
た
め

山
梨
県
公
共
施
設
整
備
等
事
業

基
金

H
元
～
、
公
共
施
設
の
整
備
そ
の
他
県
民
福
祉
の
向
上
に
資
す
る
長
期
的
な
計
画
に
基
づ

く
事
業
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め

山
梨
県
ふ
る
さ
と
づ
く
り
基
金

H
2
～
、
地
域
の
住
民
を
主
体
に
し
て
、
市
町
村
及
び
県
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
ふ
る

さ
と
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
活
力
に
あ
ふ
れ
、
う
る
お
い
に
満
ち
た
個
性
豊

か
な
地
域
社
会
を
建
設
す
る
た
め

山
梨
県
環
境
保
全
基
金

H
2
～
、
県
民
、
事
業
者
等
に
対
す
る
環
境
の
保
全
に
関
す
る
知
識
の
普
及
等
、
地
域
に
根

ざ
し
た
環
境
保
全
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
土
の
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め

山
梨
県
地
域
福
祉
基
金

H
3
～
、
地
域
に
お
け
る
保
健
活
動
及
び
福
祉
活
動
に
対
し
て
支
援
す
る
た
め

山
梨
県
中
山
間
地
域
農
村
活
性

化
基
金

H
5
～
、
中
山
間
地
域
に
お
け
る
土
地
改
良
施
設
及
び
こ
れ
と
一
体
的
に
保
全
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
農
地
の
機
能
を
良
好
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
の
地
域
的
な
共
同

活
動
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
地
域
に
お
け
る
農
村
の
活
性
化
を
図
る
た
め

山
梨
県
森
林
整
備
担
い
手
対
策

基
金

H
5
～
、
森
林
の
整
備
の
担
い
手
と
し
て
林
業
労
働
に
従
事
す
る
者
の
福
祉
の
向
上
、
養
成

及
び
確
保
を
図
る
た
め

山
梨
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化

基
金

H
1
2
～
、
市
町
村
の
保
険
財
政
の
安
定
化
を
図
り
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
を
回
避
で
き

る
よ
う
、
保
険
料
未
納
や
、
給
付
費
の
見
込
み
誤
り
等
に
起
因
す
る
財
政
不
足
に
つ
い

て
、
資
金
の
貸
付
・
交
付
を
行
う
に
資
す
る
た
め

山
梨
県
歴
史
資
料
等
取
得
基
金

H
1
3
～
、
歴
史
、
民
俗
等
に
関
す
る
資
料
の
取
得
を
円
滑
か
つ
効
率
的
に
行
う
た
め

山
梨
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化

等
支
援
基
金

H
1
4
～
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
の
広
域
化
に
伴
う
保
険
料
の
平
準
化
や
国
保
財
政

の
安
定
的
な
運
営
を
支
援
す
る
た
め
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備
高

在
現

末
度

年
６

２
成

平
高

減
増
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年
６

２
成

平
高

在
現

末
度

年
前

）
的

目
置

設
び

及
年

置
設

（
円

円
円

区
　
　
　
　
　
　
　

 
 
分

種
別

平
成
２
６
年
度
出
納
整

理
期
間
中
の
増
減
　
円

現
金

6
4
,
9
2
1
,
2
9
4

△
 
1
3
6
,
5
4
6

6
4
,
7
8
4
,
7
4
8

小
計

6
4
,
9
2
1
,
2
9
4

△
 
1
3
6
,
5
4
6

6
4
,
7
8
4
,
7
4
8

現
金

1
,
4
0
8
,
4
5
9
,
9
1
1

9
1
2
,
4
0
3

1
,
4
0
9
,
3
7
2
,
3
1
4

小
計

1
,
4
0
8
,
4
5
9
,
9
1
1

9
1
2
,
4
0
3

1
,
4
0
9
,
3
7
2
,
3
1
4

現
金

2
,
5
2
8
,
4
5
8
,
0
8
5

△
 
1
,
3
3
3
,
8
9
0
,
6
7
2

1
,
1
9
4
,
5
6
7
,
4
1
3

9
6
,
8
2
8
,
0
4
9

小
計

2
,
5
2
8
,
4
5
8
,
0
8
5

△
 
1
,
3
3
3
,
8
9
0
,
6
7
2

1
,
1
9
4
,
5
6
7
,
4
1
3

現
金

2
6
1
,
4
1
8
,
4
4
7

5
0
,
2
8
4
,
5
1
4

3
1
1
,
7
0
2
,
9
6
1

9
,
3
9
6
,
0
0
0

小
計

2
6
1
,
4
1
8
,
4
4
7

5
0
,
2
8
4
,
5
1
4

3
1
1
,
7
0
2
,
9
6
1

現
金

1
3
,
0
0
4
,
6
2
1

△
 
1
0
,
2
7
9
,
7
9
2

2
,
7
2
4
,
8
2
9

1
,
4
9
2
,
8
5
8

小
計

1
3
,
0
0
4
,
6
2
1

△
 
1
0
,
2
7
9
,
7
9
2

2
,
7
2
4
,
8
2
9

現
金

4
8
,
3
5
8
,
9
6
4

△
 
4
8
,
3
3
8
,
2
0
2

2
0
,
7
6
2

5
,
6
2
2
,
9
5
0

小
計

4
8
,
3
5
8
,
9
6
4

△
 
4
8
,
3
3
8
,
2
0
2

2
0
,
7
6
2 0

3
4
9

,
8
7
1
,

6
2
6

△
3
4
9

,
8
7
1
,

6
2
6

金
現

0
3
4
9
,

8
7
1
,
6

2
6

△
3
4
9

,
8
7
1

,
6

2
6

計
小 現

金
2
7
3
,
1
2
9
,
2
4
7

△
 
2
5
1
,
8
5
2
,
7
9
5

2
1
,
2
7
6
,
4
5
2

2
,
4
0
0
,
0
0
0

小
計

2
7
3
,
1
2
9
,
2
4
7

△
 
2
5
1
,
8
5
2
,
7
9
5

2
1
,
2
7
6
,
4
5
2 0

4
2

2
,

7
4
8
,
2

4
2

△
4

2
2
,
7
4

8
,
2

4
2

金
現

0
4
2
2
,
7

4
8
,
2
4

2
△

4
2
2
,

7
4
8
,

2
4

2
計

小 現
金

3
1
8
,
2
1
0
,
2
3
1

△
 
2
2
4
,
5
6
1
,
1
5
8

9
3
,
6
4
9
,
0
7
3

9
,
8
5
2
,
2
1
4

小
計

3
1
8
,
2
1
0
,
2
3
1

△
 
2
2
4
,
5
6
1
,
1
5
8

9
3
,
6
4
9
,
0
7
3 0

6
8
3

,
6
3
2
,

6
5
1

△
6
8
3
,
6
3
2

,
6
5

1
金

現

0
6
8
3
,

6
3
2
,
6
5
1

△
6
8
3

,
6
3
2

,
6
5
1

計
小

0
2
5
0
,
0
9

6
,
3

△
2
5
0
,
0

9
6
,
3

金
現

0
2
5
0

,
0
9
6
,
3

△
2
5
0
,
0
9

6
,
3

計
小 現

金
2
5
5
,
0
2
9
,
1
2
4

△
 
8
1
,
0
2
2
,
7
5
6

1
7
4
,
0
0
6
,
3
6
8

6
,
2
2
3
,
1
9
5

小
計

2
5
5
,
0
2
9
,
1
2
4

△
 
8
1
,
0
2
2
,
7
5
6

1
7
4
,
0
0
6
,
3
6
8

山
梨
県
森
林
整
備
地
域
活
動
支

援
基
金

H
1
4
～
、
森
林
が
持
つ
多
面
的
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ
る
よ
う
、
適
切
な
森
林
整
備
の
推

進
を
図
り
、
市
町
村
を
通
じ
て
、
森
林
所
有
者
等
が
行
う
森
林
整
備
の
地
域
活
動
を
支
援

す
る
た
め

山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
財
政

安
定
化
基
金

H
2
0
～
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
安
定
化
に
資
す
る
た
め
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
第
1
1
6
条
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
し
、
給
付
費
の
見
込
み
誤
り
等
に
起
因
す

る
財
政
不
足
を
支
援
す
る
た
め

山
梨
県
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨

時
特
例
基
金

H
2
1
～
、
企
業
の
解
雇
や
継
続
雇
用
の
中
止
等
の
雇
用
調
整
に
よ
り
、
離
職
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
非
正
規
労
働
者
や
中
高
年
齢
者
に
対
し
、
緊
急
・
一
時
的
な
つ
な
ぎ
の
雇
用
機
会

を
提
供
す
る
事
業
を
支
援
す
る
た
め

山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金

H
2
1
～
、
市
町
村
が
行
う
保
育
所
等
の
整
備
促
進
に
係
る
事
業
を
支
援
す
る
た
め

山
梨
県
消
費
者
行
政
活
性
化
基

金

H
2
1
～
、
消
費
者
の
消
費
生
活
に
お
け
る
被
害
を
防
止
し
、
そ
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め

山
梨
県
地
域
自
殺
対
策
緊
急
強

化
基
金

H
2
1
～
、
追
い
込
ま
れ
た
人
に
対
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
、
地
域
に
お
け
る
自

殺
対
策
を
緊
急
に
強
化
す
る
た
め
の
事
業
を
実
施
す
る
た
め

山
梨
県
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等

臨
時
特
例
基
金

H
2
1
～
、
国
か
ら
の
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
交
付
金
に
よ
り
基
金
を
積
み
立

て
、
介
護
基
盤
緊
急
整
備
特
別
対
策
事
業
及
び
既
存
施
設
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
整
備
特
別
対

策
事
業
を
実
施
す
る
た
め
(
H
2
7
.
3
.
3
1
失
効

)

山
梨
県
介
護
職
員
処
遇
改
善
等

臨
時
特
例
基
金

H
2
1
～
、
国
か
ら
の
介
護
職
員
処
遇
改
善
等
臨
時
特
例
交
付
金
を
基
金
と
し
て
積
み
立

て
、
介
護
職
員
処
遇
改
善
交
付
金
事
業
並
び
に
施
設
開
設
準
備
等
特
別
対
策
事
業
を
実
施

す
る
た
め

山
梨
県
社
会
福
祉
施
設
等
耐
震

化
等
臨
時
特
例
基
金

H
2
1
～
、
社
会
福
祉
施
設
等
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
耐
震
化
や
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
整

備
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
支
援
す
る
た
め
(
H
2
7
.
3
.
3
1
失
効

)

山
梨
県
森
林
整
備
加
速
化
・
林

業
再
生
基
金

H
2
1
～
、
間
伐
等
の
森
林
整
備
の
加
速
化
と
間
伐
材
等
の
森
林
資
源
を
活
用
し
た
林
業
・

木
材
産
業
等
地
域
産
業
の
再
生
の
た
め
の
事
業
を
実
施
す
る
た
め

山
梨
県
高
校
生
修
学
支
援
等
基

金

H
2
1
～
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
困
難
な
高
校
生
等
の
教
育
機
会
の
確
保
の
た
め
の
授

業
料
減
免
事
業
等
を
実
施
す
る
た
め
(
H
2
7
.
3
.
3
1
失
効

)

山
梨
県
医
療
施
設
耐
震
化
臨
時

特
例
基
金

H
2
2
～
、
大
規
模
な
地
震
等
の
災
害
時
に
医
療
の
活
動
の
拠
点
と
な
る
病
院
の
耐
震
改
修

等
を
支
援
す
る
た
め
(
H
2
7
.
3
.
3
1
失
効

)

山
梨
県
地
域
医
療
再
生
臨
時
特

例
基
金

H
2
2
～
、
地
域
に
お
け
る
医
療
提
供
体
制
の
強
化
を
図
る
た
め
、
地
域
医
療
再
生
計
画

（
地
域
に
お
け
る
医
療
に
係
る
課
題
に
対
応
す
る
た
め
県
が
策
定
す
る
計
画
）
に
基
づ
く

事
業
を
実
施
す
る
た
め
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高
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６

２
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２
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分

種
別

平
成
２
６
年
度
出
納
整

理
期
間
中
の
増
減
　
円

現
金

2
2
,
8
0
5
,
3
9
0

△
 
1
5
,
3
3
9
,
7
4
6

7
,
4
6
5
,
6
4
4

4
6
,
2
4
8
,
8
3
2

小
計

2
2
,
8
0
5
,
3
9
0

△
 
1
5
,
3
3
9
,
7
4
6

7
,
4
6
5
,
6
4
4

現
金

8
0
0
,
0
2
5
,
3
8
0

△
 
6
0
4
,
9
1
7
,
1
4
9

1
9
5
,
1
0
8
,
2
3
1

2
4
0
,
6
9
0

小
計

8
0
0
,
0
2
5
,
3
8
0

△
 
6
0
4
,
9
1
7
,
1
4
9

1
9
5
,
1
0
8
,
2
3
1

現
金

1
9
,
1
5
9
,
8
3
8

△
 
1
6
,
8
0
7
,
6
0
8

2
,
3
5
2
,
2
3
0

2
7
2
,
8
0
9

小
計

1
9
,
1
5
9
,
8
3
8

△
 
1
6
,
8
0
7
,
6
0
8

2
,
3
5
2
,
2
3
0

現
金

2
4
4
,
0
7
5
,
0
0
0

1
0
4
,
2
8
5
,
8
8
0

3
4
8
,
3
6
0
,
8
8
0

1
6
,
0
4
4
,
6
1
4

小
計

2
4
4
,
0
7
5
,
0
0
0

1
0
4
,
2
8
5
,
8
8
0

3
4
8
,
3
6
0
,
8
8
0

現
金

0
3
5
9
,
7
5
9
,
7
5
6

3
5
9
,
7
5
9
,
7
5
6

2
4
,
7
6
7
,
6
1
8
H
2
6
.
1
2
～
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め

小
計

0
3
5
9
,
7
5
9
,
7
5
6

3
5
9
,
7
5
9
,
7
5
6

現
金

8
1
,
0
8
8
,
1
0
1
,
9
8
7

△
 
9
,
3
4
2
,
6
6
0
,
6
1
0

7
1
,
7
4
5
,
4
4
1
,
3
7
7

3
,
0
2
0
,
0
0
0
,
5
0
9

有
価
証
券

1
8
,
5
8
7
,
5
2
6
,
1
1
0

4
,
0
2
2
,
6
6
9
,
9
6
2

2
2
,
6
1
0
,
1
9
6
,
0
7
2 0

0
0

金
付

貸

3
1
0

,
8
6
5
,
7
7
2
,
4

3
1
0
,
8

6
5
,
7
7
2
,
4

地
土

)
㎡
1

3
.
4

0
6

,
7

2
4

(
)

㎡
1

3
.
4

0
6

,
7

2
4

(
計

建
 
 
 
 
物

0
0
0

,
9
8
8
,

0
1

0
0
0
,

9
8
8
,

0
1

)
㎡

5
2

.
0

2
3

(
)

㎡
5

2
.

0
2

3
(

5
3
3
,
3
1

6
,
1
5
4
,
1

0
5
3
3
,

3
1
6

,
1
5
4

,
1

料
資

術
美

0
6
9

,
1
9
2
,

8
0

2
0

0
6

9
,
1
9
2

,
8
0

2
料

資
学

文 歴
史
資
料
等

7
2
5
,
3
7
5
,
3
3
8

3
,
5
1
3
,
0
0
0

7
2
8
,
8
8
8
,
3
3
8

1
0
6
,
3
4
9
,
3
6
5
,
7
4
3

△
 
5
,
3
1
6
,
4
7
7
,
6
4
8

1
0
1
,
0
3
2
,
8
8
8
,
0
9
5

3
,
0
2
0
,
0
0
0
,
5
0
9
　

山
梨
県
森
林
環
境
保
全
基
金

H
2
4
～
、
森
林
及
び
環
境
の
保
全
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め

山
梨
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

等
導
入
推
進
基
金

H
2
5
～
、
災
害
対
策
の
拠
点
と
な
る
施
設
等
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
の
導
入

を
推
進
す
る
た
め

山
梨
県
富
士
山
保
全
協
力
金
基

金

H
2
6
～
、
富
士
山
の
環
境
保
全
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め

山
梨
県
農
地
集
積
・
集
約
化
対

策
基
金

H
2
6
～
、
農
用
地
の
利
用
の
効
率
化
及
び
高
度
化
の
促
進
を
図
る
た
め

山
梨
県
地
域
医
療
介
護
総
合
確

保
基
金

0 0

合
　
　
　
　
　
　

 
 
計

　
基
金
の
平
成
２
６
年
度
末
現
在
高
は
１
，
０
１
０
億
３

,
２
８
８
万
８

,
０
９
５
円
で
、
前
年
度
末
と
比
較
し
て
５
３
億
１

,
６
４
７
万
７
，
６
４
８
円
（
５
％
）
減
少
し
て
い
る
。

　
こ
れ
は
、
財
政
調
整
基
金
ほ
か
１
４
基
金
（
新
設
１
基
金
含
む
）
が
７
０
億
５
，
４
８
２
万
４
，
３
９
５
円
増
加
し
た
も
の
の
、
公
共
施
設
整
備
等
事
業
基
金
ほ
か
１
６
基
金

(
失
効
４
基
金
含
む
）
が

１
２
３
億
７
，
１
３
０
万
２
，
０
４
３
円
減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。



平成26年度基金運用状況審査意見書





― �� ―



― �� ―



― �� ―


